
朋有小学校・西巣鴨中学校校舎一体型小中連

備等について

1.整備について

(1)概要

令和6年Ⅱ月に公表した新たな学校改築計画に基づき、朋有小学校に隣接する

総合体育場の敷地を体的に活用の上、現在の総合体育場側に朋有小学校・西

巣鴨中学校の校舎体型小中連携校、現在の朋有小学校側に総合体育場(野球

場)を整備する

0朋有小学校・西巣鴨中学校の校舎体型小中連携校は、平成器年竣工の池袋本

町小学校・池袋中学校に続き、区内2箇所目の校舎体型小中連携校となる

0校舎一体型小中連携校の開設後、現在の西巣鴨中学校が空き施設となるため、

近隣の小学校を改築する際の仮校舎として活用予定。

0令和7年度は朋有小学校・西巣鴨中学校校舎体型小中連携校および総合体

育場の整備等を考える会」を設置し、学校・スホーツ施設関係者や地域の皆様

とともに、新しい施設のコンセプトや整備方針等について検討を進めていく。
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2.考える会について

(1)概要

本区では、平成 24年竣工の西池袋中学校の改築以降、学校改築を行う際には必

ず「考える会」を設置し、学校関係者や地域の皆様と一緒に新しい施設のコンセ

プト等を検討している。

今回は、校舎体型小中連携校に加え、総合体育場も一体的に整備するため、定

期的に全体会を開催するとともに、分科会方式を採用し、小中学校は学校施設検

討部会、総合体育場はスポーツ施設検討部会で検討する。

学校施設検討部会の委員は、 PTA会長などの学校関係者、地兀町会長、青少年

育成委員、学校運営協議会委員等により構成する。なお、今回の整備対象となる

朋有小学校・西巣鴨中学校の学区域に加え、西巣鴨中学校と同ブロックである

巣鴨小学校の学区域からも選出することで、小中連携や小小連携の視点も含めた

幅広い検討を行うものとする。

令和7年度中には区長への提口毒を提出いただき、それを基に区が基本構想・基

本計画を策定し、令和8年度以降、基本設寸1'着手する予定

(2)委員案(学校施設検討部会)

別紙1のとおり

(3)会則案

別紙2のとおり

(4)スケジュール(案)

令和 7年5月19日

令和 7年6月~8年2月

令和8年2月下旬

令和8年3月下旬

第1回考える会(全体会)

月1回程度で開催(全体会、

区長提口

基本構想・基本寸画策定

各部会、子どもWS等)
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朋有小学校・西巣鴨中学校校舎

(名称)

第1条この会は、朋有小学校・西巣鴨中学校校舎体型小中連携校および総合体育場の整備

等を考える会(以下、本会という。)と称する。

(目的)

第2条本会は、次に掲げる目的達成のための整備条件やコンセプトなどを検討し、施成全体

の基本構想をまとめることを目的とする

(1)朋有小学校・西巣鴨中学校の生徒の学習の場および生活の場としての安全・安心で快適

な学習環境を確保するため、教育内容・方法の多様化および情報化や環境保護等の社会情勢

の変化に対応した、また、生涯学習や地域活動等のまちづくりの拠点としての地域に開かれ

た学校施設づくりを推進すること。

(2)地域住民が気軽にスポーツを親しみ、子どもから火人まで誰でも健康づくりに取り組め

る環境の整備、教育施設と体育施設の体的な利活用、隣接するとしまみどりの防災公園

との連携を図ることにより、区民の日常的なスホーツ活動の促進や健康増進への寄与、教育・

健康増進機能との親和性を高めながら効率的な拠点性の向上、地域の防災機能の向上が期待

できるような地域に開かれたスポーツ施設づくりを推進すること

体型小中連携校および総合体育場の整備等を考える会

会則(案)

(運営方針)

第3条本会は定期的に全体会を開催するとともに、分科会方式を採用し、小中学校は学校施

役検討部会、総合体育場はスホツ施設検討部会で検討する。

巨亟]

(協議事項等)

第4条全体会は第2条の目的を達成するために、次に掲げる活動を行う。

(1)施設整備に必要な調査・研究を行うこと。

(2)施設全体の基本構想をまとめ、豊島区長および教育委員会に提言すること。

(3)施設全体の基本構想の実現に向けた活動を推進すること。

(4)その他、施設づくりに関すること

第5条学校施設検討部会は、第2条の目的を達成するために、次に掲げる活動を行う

(1)学校施設づくりに必要な調査・研究を行うこと。

(2)学校改築等の基本構想をまとめること。

(3)学校改築等の基本構想の実現に向けた活動を推進すること。

(4)その他、学校施設づくりに関すること。

第6条スホーツ施設検討部会は、第2条の目的を達成するために、次に掲げる活動を行う。

(1)スポーツ施設づくりに必要な調査・研究を行うこと。

(2)スホーツ施戚整備等の基本構想をまとめること。

(3)スホーツ施設整備等の基本構想の実現に向けた活動を推進すること。

(4)その他、スポーツ施設づくりに関すること

(構成)

第7条全体会は、次に掲げる者で構成する

(1)学校施設検討部会の部会員

(2)スポーツ施設検討部会の部会員

第8条

( 1 )

学校施設検討部会は、次に掲げる団体等から推薦、または、選出された者で構成する。

朋有小学校・西巣鴨中学校および巣鴨小学校のPTA、同窓会、学校運営協議会または

学校運営連絡協議会

通学区域内の町会および通学区域内で活動する地域団体等

豊島区、教育委員会および学校

( 2 )

( 3 )



第9条スポーツ施設検討部会は、次に掲げる団体等から推薦、または、選出された者で構成

する。

(1)豊島区スポーツ協会

(2)整備対象地区の町会

(役員等)

第10条全体会の役員の構成および職務は次のとおりとする

(D 会長およぴ副会長は、各部会の部会長から選任する。

(2)会長は、全体会を代表し、会務を総括する。

(3)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する

(4)会長は、必要に応じて本会で承認を得たうぇで、会長および副会長以外の職を置くこと

ができる。

第11条各部会員の役員の構成および職務は次のとおりとする

(1)部会長、副部会長、その他役員は、部会員の中から委員の亙選によって定める

(2)部会長は、各部会を代表し、会務を総括する。

(3)副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、これを代1丁する

(任期)

第12条全体会の委員および役員、各部会の部会員および役員の任期は、本会の設立の日か

ら各施設の整備等が終了するまでとする

(会議運営等)

第13条全体会は会長が招集し、会議を主宰する。

2 豊島区内に住民登録を有する者および総合体育場の利用者は、会議を傍聴することができ

る。伯し、必要がある場合は、委員のみで会議を開催できるものとする。

3 会長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。

4 委員は、地域の意見が充分反映されるよう協議する

第14条部会は各部会長が召集し、会議を主宰する。

2 豊島区内に住民登録を有する者は、学校施設検討部会の会議を傍聴することができる。但

し、必要がある場合は、部会員のみで会議を開催できるものとする。

3 豊島区内に住民登録を有する者および総合体育場の利用者は、スポーツ施設検討部会の会

議を傍聴できる。但し、必要がある場合は、部会員のみで会議を開催できるものとする。

4 各部会員は、所属する部会以外の会議に出席することができる。

5 部会長は、必要に応じて部会員以外の者を会議に出席させることができる。

6 部会員は、地域の意見が充分反映されるよう協議する。

(事務局)

第15条本会の事務局は、教育部学校施設課に置く

2 学校施設検討部会の事務局は、教育部学校施設課に置く

3 スポーツ施設検討部会の事務局は、文化スホーツ部生涯学習・スホーツ課に置く

(会則の改正)

第16条この会則に変更の必要が生じたときは、本会において協議のうえ改正するものとす

る。

2 この会則に定めのない事項については、本会において協議のうえ定めるものとする。

1

付則

この会則は、令和7年5月19日から施行する。


